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令和 6 年度税制改正に向けた各府省庁の要望 

令和６年度税制改正に向けた各府省庁からの要

望が出揃い、以下のような改正が要望されていま

す。 

◎賃上げ促進税制の拡充及び延長……国内雇用者

に対する給与等支給額を増加させた場合の税額控

除制度について、*本税制の延長期間を長期化、*

赤字等の厳しい業況でも賃上げを行う中堅･中小企

業を後押しするため、税額控除額が上限を超えた

場合に控除しきれなかった金額の繰越を認める措

置を創設、*仕事と子育ての両立や女性活躍支援に

積極的な企業に対する控除率の上乗せ措置を創設

する。 

◎事業承継税制の延長等……法人版事業承継税制

（非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予

制度）の特例措置や、個人版事業承継税制（事業

用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度）を

適用するために必要となる承継計画の提出につい

て、令和６年３月末までとなっている提出期限を

延長する。 

◎イノベーションボックス税制の創設……国内で

自ら研究開発を行い取得した特許等の知的財産か

ら生じる所得（ライセンス所得等）に優遇税率を適

用する「イノベーション税制」を創設する。 

 ◎「流動初期医療確保措置」による収入の非課税

措置の創設等……改正感染症法（令和６年４月施行） 

により感染症の流行初期に病床確保と発熱外来に関

して初動対応等を行う特別な協定を締結した医療機

関に措置される「流行初期医療確保措置」の収入に

ついて、事業税の非課税措置等を講じる。 

◎国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対

象拡大……国立大学法人等に対する個人寄附につい

て、修学支援事業及び研究等支援事業以外の事業を

対象とする場合も税額控除を選択可能とする。  

 

ふるさと納税に係るルールが来月から変更 

 ふるさと納税の対象となる地方団体は、募集の実

施や返礼品などの基準に適合する団体として総務大

臣の指定を受ける必要があります。 

 来月から基準が一部改正され、寄附金の５割以下

とされている募集に要する費用(返礼品等の調達や

送料、広報、事務などの費用)について、ワンスト

ップ特例や寄附金受領証に係る事務など募集に付随

する事務の費用も含めて算定することとなり、返礼

品の内容などが変わる可能性があります。 

また、地場産品基準について、熟成肉及び精米は

原材料が当該地方団体が属する都道府県内産である

ものに限られ、例えば、海外産の牛肉を区域内で熟

成させたのもなどは認められません。 

★☆★ 9月のチェックポイント ★☆★ 

※９月も猛暑が続く予報が出ています。過労・不注意による労働災害・交通事故や業務の単純

ミスを防ぐために、事業所挙げて体調管理を徹底。 

※健保・厚年の新標準報酬月額決定通知書が届き、９月分(１０月納付)から適用されるので、

各人に通知するとともに賃金台帳に転記します。 

※９月は１０月１日から始まる「全国労働衛生週間」の準備月間。今年のスローガンは「目指

そうよ二刀流 こころとからだの健康職場」です。 

※９月２１日～３０日は「秋の全国交通安全運動」。 
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